
地方交付税法（昭和 25年法律第 211号）（抄） 

 

附 則 抄 

（震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特

例） 

第十三条 令和五年度及び令和六年度において、各地方団体に交付すべき震災

復興特別交付税の額の決定については、第十五条第二項の規定にかかわらず、

東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況及び東

日本大震災のための財政収入の減少の状況を勘案して、総務省令で定めると

ころにより、決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額に関し特例を設ける

ものとする。 

 

※参考 

（特別交付税の額の算定） 

第十五条 省略 

２ 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により各地方団体に交付すべき特別交付

税の額を、毎年度、二回に分けて決定するものとし、その決定は、第一回目は十二月中に、第二回目は

三月中に行わなければならない。この場合において、第一回目の特別交付税の額の決定は、その総額が

当該年度の特別交付税の総額のおおむね三分の一に相当する額以内の額となるように行うものとする。 

                                     

 

地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算

定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する

省令（令和５年総務省令第 43号）（抄） 

 

（令和五年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期） 

第一条 各道府県及び各市町村に対して、令和五年九月及び令和六年三月に

おいて、当該各月に交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税

（地方交付税法（第七条及び第八条において「法」という。）附則第

四条に規定する震災復興特別交付税をいう。以下同じ。）の額を決定

し、交付する。 


